
令和４年10月施行 改正育児・介護休業法のポイント

◆令和4年10月から施行となる改正育児・介護休業法の内容は以下のとおりです。産後パパ育
休（出生時育児休業）が創設されるとともに、育児休業の分割取得等が可能となります。

◆上記改正にあたり、企業内で制度を運用できる雇用管理体制を整備していただくと共に、
就業規則の改訂を行っていただくことが必要となります。

1 育児のために休業することを希望する従業員
（日雇従業員を除く）であって、産後休業をして
おらず、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅
い方から８週間以内の子と同居し、養育する者は、
この規則に定めるところにより４週間（28日）以
内の期間の出生時育児休業をすることができる。
ただし、有期契約従業員にあっては、申出時点に
おいて、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅
い方から起算して８週間を経過する日の翌日から
６か月を経過する日までに労働契約期間が満了し、
更新されないことが明らかでない者に限り、出生
時育児休業をすることができる。

《法に基づき労使協定の締結により除外可能な者
を除外する例》
２ １にかかわらず、労使協定により除外された
次の従業員からの休業の申出は拒むことができる。
一 入社１年未満の従業員
二 申出の日から８週間以内に雇用関係が終了す
ることが明らかな従業員
三 １週間の所定労働日数が２日以下の従業員
※以下、１項ずつ繰り下げ

２ 出生時育児休業をすることを希望する従業員
は、原則として、出生時育児休業を開始しようと
する日の２週間前までに、出生時育児休業申出書
を人事担当者に提出することにより申し出るもの
とする。

なお、出生時育児休業中の有期契約従業員が労
働契約を更新するに当たり、引き続き休業を希望
する場合には、更新された労働契約期間の初日を
出生時育児休業開始予定日として、出生時育児休
業申出書により再度の申出を行うものとする。
３ １に基づく申出は、一子につき２回まで分割
できる。ただし、２回に分割する場合は２回分ま
とめて申し出ることとし、まとめて申し出なかっ
た場合は後の申出を拒む場合がある。
４ 出生時育児休業申出書が提出されたときは、
会社は速やかに当該出生時育児休業申出書を提出
した者に対し、出生時育児休業取扱通知書を交付
する。

《出生時育児休業中の就業を可能とする例》
５ 出生時育児休業中に就業することを希望する
従業員は、出生時育児休業中の就業可能日等申出
書を休業前日までに人事担当者に提出すること。
６ 会社は、５の申出があった場合は、申出の範
囲内の就業日等を申出書を提出した従業員に対し
て提示する。従業員は提示された就業日等につい
て、出生時育児休業中の就業日等の同意・不同意
書を人事担当者に提出すること。休業前日までに
同意した場合に限り、休業中に就業することがで
きる。会社と従業員の双方が就業日等に合意した
ときは、会社は速やかに出生時育児休業中の就業
日等通知書を交付する。

産後パパ育休（R4.10.1～）
育休とは別に取得可能

育児休業制度
（R4.10.1～）

育児休業制度
（現行）

対象期間
取得可能日数

子の出生後８週間以内に
４週間（28日間）まで取得可能

原則子が１歳
（最長２歳）まで

原則子が１歳
（最長２歳）まで

申出期限 原則休業の２週間前まで 原則１か月前まで 原則１か月前まで

分割取得 分割して２回取得可能
（初めにまとめて申し出ることが必要）

分割して
２回取得可能
（取得の際にそれぞれ申出）

原則分割不可

休業中の就業
労使協定を締結している場合に限り、
労働者が合意した範囲で休業中に就業
することが可能

原則就業不可 原則就業不可

１歳以降の
延長 育休開始日を柔軟化

育休開始日は１歳、
１歳半の時点に限
定

１歳以降の
再取得

特別な事情がある場合に限り
再取得可能 再取得不可

就業規則の例〔産後パパ育休（出生時育児休業）〕



１ 育児のために休業することを希望する従業員
（日雇従業員を除く）であって、１歳に満たない
子と同居し、養育する者は、申出により、育児休
業をすることができる。ただし、有期契約従業員
にあっては、申出時点において、子が１歳６か月
（５、６の申出にあっては２歳）になるまでに労
働契約期間が満了し、更新されないことが明らか
でない者に限り、育児休業をすることができる。

《法に基づき労使協定の締結により除外可能な者
を除外する例》
２ １、３から７にかかわらず、労使協定により
除外された次の従業員からの休業の申出は拒むこ
とができる。
一 入社１年未満の従業員
二 申出の日から１年以内（４から７の申出をす
る場合は、６か月以内）に雇用関係が終了するこ
とが明らかな従業員
三 １週間の所定労働日数が２日以下の従業員
※以下、１項ずつ繰り下げ

２ 配偶者が従業員と同じ日から又は従業員より
先に育児休業をしている場合、従業員は、子が１
歳２か月に達するまでの間で、出生日以後の産
前・産後休業期間、育児休業期間及び出生時育児
休業期間との合計が１年を限度として、育児休業
をすることができる。
３ 次のいずれにも該当する従業員は、子が１歳
６か月に達するまでの間で必要な日数について育
児休業をすることができる。なお、育児休業を開
始しようとする日は、原則として子の１歳の誕生
日に限るものとする。ただし、配偶者が育児・介
護休業法第５条第３項（本項）に基づく休業を子
の１歳の誕生日から開始する場合は、配偶者の育
児休業終了予定日の翌日以前の日を開始日とする
ことができる。
（1）従業員又は配偶者が原則として子の１歳の誕
生日の前日に育児休業をしていること
（2）次のいずれかの事情があること
（ア）保育所等に入所を希望しているが、入所で
きない場合
（イ）従業員の配偶者であって育児休業の対象と
なる子の親であり、１歳以降育児に当たる予定で
あった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子
を養育することが困難になった場合
（3）子の１歳の誕生日以降に本項の休業をしたこ
とがないこと

４ ３にかかわらず、産前・産後休業等が始まっ
たことにより１に基づく育児休業が終了し、その
産前・産後休業等に係る子等が死亡等した従業員
は、子が１歳６か月に達するまでの間で必要な日
数について育児休業をすることができる。

５ 次のいずれにも該当する従業員は、子が２歳
に達するまでの間で必要な日数について、育児休
業をすることができる。なお、育児休業を開始し
ようとする日は、子の１歳６か月の誕生日応当日
とする。ただし、配偶者が育児・介護休業法第５
条第４項（本項）に基づく休業を子の１歳６か月
の誕生日応当日から開始する場合は、配偶者の育
児休業終了予定日の翌日以前の日を開始日とする
ことができる。
（1）従業員又は配偶者が子の１歳６か月の誕生日
応当日の前日に育児休業をしていること
（2）次のいずれかの事情があること
（ア）保育所等に入所を希望しているが、入所で
きない場合
（イ）従業員の配偶者であって育児休業の対象と
なる子の親であり、１歳６か月以降育児に当たる
予定であった者が死亡、負傷、疾病等の事情によ
り子を養育することが困難になった場合
（3）子の１歳６か月の誕生日応当日以降に本項の
休業をしたことがないこと
６ ５にかかわらず、産前・産後休業等が始まっ
たことにより１、３又は４に基づく育児休業が終
了し、その産前・産後休業等に係る子等が死亡等
した従業員は、子が２歳に達するまでの間で必要
な日数について育児休業をすることができる。
７ 育児休業をすることを希望する従業員は、原
則として、育児休業を開始しようとする日の１か
月前（３から６に基づく１歳を超える休業の場合
は、２週間前）までに、育児休業申出書を人事担
当者に提出することにより申し出るものとする。

なお、育児休業中の有期契約従業員が労働契
約を更新するに当たり、引き続き休業を希望する
場合には、更新された労働契約期間の初日を育児
休業開始予定日として、育児休業申出書により再
度の申出を行うものとする。
８ １に基づく申出は、配偶者の死亡等特別の事
情がある場合を除き、一子につき２回までとする。
３又は４に基づく申出は、産前・産後休業等が始
まったことにより３又は４に基づく休業が終了し
たが、その産前・産後休業等に係る子等が死亡等
した場合を除き、一子につき１回限りとする。５
又は６に基づく申出は、産前・産後休業等が始
まったことにより５又は６に基づく休業が終了し
たが、その産前・産後休業等に係る子等が死亡等
した場合を除き、一子につき１回限りとする。
９ 育児休業申出書が提出されたときは、会社は
速やかに当該育児休業申出書を提出した者に対し、
育児休業取扱通知書を交付する。

就業規則の例〔育児休業（色塗り箇所が訂正箇所）〕

＜対応する改正内容＞
・第3項・第5項：1歳以降の育休開始日の柔軟化
・第4講・第6項：1歳以降の育休の特別な場合の再取得
・第8項：1歳までの育休の分割取得

＜問い合わせ先＞
静岡労働局雇用環境・均等室
電話 ０５４－２５２－５３１０


